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訪問看護重要事項説明書 
一般社団法人日向市東臼杵郡医師会立 訪問看護ステーション 

 

 

１．事業者 

名 称 一般社団法人 日向市東臼杵郡医師会立 訪問看護ステーション 

所 在 地 日向市鶴町１丁目６－２ 

電 話 番 号 （０９８２）５４－７７７０ 

代表者氏名 医師会会長  今給黎 承 
 

２．概要 

事業所の種類 訪問看護 

指 定 番 号 
平成７年４月２０日  ４５６０６９００１０ 〔訪問看護〕 

平成１８年４月１日  ４５６０６９００１０ 〔介護予防訪問看護〕 

管理者氏名 寺西 恭子 
 

3．事業実施地域 

日向市（旧東郷町をのぞく）・門川町（他の地域の場合はご相談ください） 
 

４．営業日・営業時間 

営 業 日 
月曜日から金曜日（休日及び祝日、年末年始は除く） 
（ただし、休業日も利用者の希望に応じる） 

営業時間 
午前８時から午後５時 
（ただし、24 時間体制で利用者の希望に応じる） 

 

５．職員の体制 

管 理 者 １名 看護師 

常 勤 職 員 4 名 看護師（4 名） 

非 常 勤 職 員 2 名 看護師（2 名） 

常勤事務職員 ２名 （兼務） 1 名は医師会の事務長が兼ねる 
 

６．事業の目的と方針 

目  的 

地域住民の保健・福祉の確保を図るため、在宅の看護及び介護が

必要な住民に対し、家庭における療養生活を支援し、その心身の

機能回復を目指すとともに、地域住民が家族及び関係機関等から

の支援により、住み慣れた地域社会や家庭で療養できるようにす

ることを目的とする。 

方  針 

地域との結び付きを重視し、保険、医療及び福祉に係る関係機

関・団体と連携を図りながら、適切な訪問看護が実施できるよう

職員の資質の向上に努めるとともに、質の高い訪問看護を提供

し、在宅療養の充実を図るものとする。 
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7.サービスの内容 

主治医の指示を受けて当訪問看護ステーションの看護師等が定期的に訪問し、必要な処置

を行い、在宅療養の援助・指導を行います。 

 

８．利用料金～令和 6 年 6 月 1 日法改定版～ 

  １）介護保険利用者の自己負担は、介護保険負担割合証に定める額になります。 

   *介護保険利用者 

所 要 時 間 基 本 料 金 自 己 負 担 夜 間 早 朝 深 夜 

２０分未満 

 

３,１４０円 

 

３１４円  計画による夜間・早朝・深夜のみ 

３０分未満 ４，７１０円  ４７１円  ２５％加算 ２５％加算 ５０％加算 

３０分以上 

１時間未満 
８，２３０円  ８２３円  ２５％加算 ２５％加算 ５０％加算 

１時間以上 

１時間３０分満 
１１，２８０円  １，１２８円  ２５％加算 ２５％加算 ５０％加算 

  （上記基本料金は、准看護師の場合は１０％減額） 

※訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問について 

 所 要 時 間 基 本 料 金 自 己 負 担  

２０分未満 ２，９４０円 ２９４円 一週間に６回を限度とする 

 

   *介護予防利用者 

所 要 時 間 基 本 料 金 自 己 負 担 夜 間 早 朝 深 夜 

２０分未満 ３，０３０円  ３０３円  計画による夜間・早朝・深夜のみ 

３０分未満 ４，５１０円  ４５１円  ２５％加算 ２５％加算 ５０％加算 

３０分以上 

１時間未満 
７，９４０円  ７９４円  ２５％加算 ２５％加算 ５０％加算 

１時間以上 

１時間３０分満 
１０,９００円  １，０９０円  ２５％加算 ２５％加算 ５０％加算 

 （上記基本料金は、准看護師の場合は１０％減額） 

  ※訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問について 

所 要 時 間 基 本 料 金 自 己 負 担  

２０分未満 ２，８４０円 ２８４円 一週間に６回を限度とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/5 

中山間地域等に 

居住する者への 

サービス提供 

加算 

所定単位数の 5％加算 １回につき加算 

 サービス提供 

 体制強化加算 
６０円 ６円 １回につき加算 

 緊急時  

 訪問加算 
６，０００円 600 円 ※契約により毎月 1 回加算 

特別管理加算 
Ⅰ ５,０００円 ５００円 

※契約により毎月 1 回加算 
Ⅱ ２,５００円 ２５０円 

退院時 

共同指導加算 

 

基 本 料 金 

６,０００円 

自 己 負 担 

６００円 

入院中もしくは入所中に連携して在宅におけ

る必要な指導を受け、利用者の退院または退

所後に利用者に対する初回の指定訪問看護

を行った場合。 

 

初 回 加 算 
基 本 料 金 

３,５００円 

自己負担 

３５０円 

新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を 

提供した場合。 

初回に訪問看護を行った月のみ 1 回。 

 

 

 ２）医療保険利用者 

自己負担 それぞれの健康保険の負担割合に応じた一部負担金となります。 

早朝・夜間加算 （６時～８時・１８時～２２時） ２,１００円 

深夜加算 （２２時～６時） ４,２００円 

ベースアップ評

価料 
月に 1 回 780 円 

  

 ３）交通費、その他の料金 
 

交通費 ①介護保険利用者（介護予防含む）の方は基本的に無料ですが、通常のサ

ービス実施地域以外の方は有料となります。 

②医療保険利用者の方は事業所からの距離に応じ片道１ｋｍ毎に 3０円となり

ます。（訪問毎の交通費は、      円となります） 

衛生材料費 利用者様が希望する衛生材料等については実費とします。 

 

死後の処置 ご自宅でのお看取りをご希望される場合は、死後の処置料は１０，０００円となり

ます。 

保険適用外の 

訪問 

１時間６，０００円、その後３０分毎に３，０００円となります。 

（交通費は実費をいただく場合もあります） 

 

４）ご利用者の都合により、サービスを中止する場合は次のキャンセル料が発生します。 

キャンセル料 

 

 

利用日当日の連絡によるキャンセルの場合は、500 円のキャンセル料が発生

します。 

※利用日の前日までに連絡があった場合はキャンセル料は発生しません。 
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 ５）利用料の支払い方法 

利用料は、基本的に １ヶ月毎に計算し ご請求いたします。 

預金口座振替 
翌月１５日までに利用料金をお知らせし、毎月２０日に口座振替となりま

す。（２０日が金融機関休業日の場合はその翌営業日となります） 

現金集金 翌月１５日までに利用料金をお知らせし、集金させていただきます。 

 

 

９．サービスの利用開始、終了 

利用開始 主治医の発行する訪問看護指示書の交付を受けて開始します。 

利用終了 死亡又は訪問看護が必要と認められなくなった場合は終了となります。 

 

 

10．秘密保持と個人情報保護 

秘 密 保 持 

事業者、看護師等及び職員は、サービスを提供する上で知りえた、利用

者様及びそのご家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしま

せん。この守秘義務は、契約終了後も同様です。 

個人情報保護 
事業者、看護師等及び職員は、個人情報保護に関する法律を遵守し、

個人の権利・利益を保護するために、個人情報の保護に取り組みます。 
 

 

11．緊急時の対応と損害賠償 

緊急時の対応 
利用者様に緊急を要する事態（症状の急変や事故等）が発生した場合、

速やかに主治医や家族などへ連絡し、必要な措置を講じます。 

損 害 賠 償 

事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害

を及ぼした場合には、利用者様との協議に基づき、その損害を賠償しま

す。 
 

 

12．相談、苦情 

 （１）相談窓口、苦情対応 

①事業所 

日向市東臼杵郡医師会立

訪問看護ステーション 

・相談窓口、苦情対応の受付担当者を置いています。 

・苦情の受付後は、管理者へ報告、事情を聞く、検討会を

開く、相談者へ説明する、記録を保管するなどし、再発の

防止に努めます。 

担当：鈴木 陽子 

電話：（０９８２）５４－７７７０  ８：００～１７：００（月～金） 

②その他 

日向市役所 

門川町役場 

国民健康保険団体連合会 

 

電話：（０９８２）５２－２１１１  ８：３０～１７：１５（月～金） 

電話：（０９８２）６３－１１４０  ８：３０～１７：１５（月～金） 

電話：（０９８５）３５－５３０１  ８：３０～１７：００（月～金） 
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事業者 所在地 日向市鶴町１丁目６－２   電話 ５４－７７７０ 

 名 称 
一般社団法人日向市東臼杵郡医師会立 

訪問看護ステーション       ㊞ 

 代表者 今給黎 承 

 説明者             ㊞ 

 

 

 

 
 

上記の通り説明を受け、了承しました。 

令和    年   月   日 
 

 

利用者 住所  

 氏名                     ㊞ 

   

代理人 住所  

 氏名                     ㊞ 

 


